
 

市川市談合情報対応に関する要綱 新旧対照表（令和７年６月１日）  

現      行  改   正    後  

（情報を得た場合の初期対応）  

第５条  情報を得た場合において、委員会を直ちに開催で 

きない場合や、判断に時間を要することが見込まれる場 

合には、当面の措置として以下のとおり対応するものとす

る。  

(1) 落札者決定前に情報を得た場合  

担当課長が所属する部の長は、  市川市建設工事等一般

競争入札実施要領第１２条の２、市川市建設工事等指名競

争入札実施要領第１１条第２項、市川市建設工事等電子入

札実施要領第１９条＿、市川市業務委託等電子入札実施要

領第１９条＿、市川市事後審査型一般競争入札実施要領第

１７条第１項、市川市物品購入一般競争入札実施要領第１

３条の２又は市川市物品調達電子入札試行実施要領第１

６条の規定を適用し、入札の執行を保留することができ

る。  

 

 

(2) （略）  

（事情聴取等）  

第６条 （略）  

２～３ （略）  

４  委員長は、第１項若しくは前項の会議の結果又は第２ 

条第９項ただし書に定める決裁により、事情聴取の必要 

があると決定されたときは、事務局に事情聴取をするよ 

う指示するものとする。この場合、事務局による事情聴 

（情報を得た場合の初期対応）  

第５条 情報を得た場合において、委員会を直ちに開催で

きない場合や、判断に時間を要することが見込まれる場

合には、当面の措置として以下のとおり対応するものと

する。  

(1) 落札者決定前に情報を得た場合  

担当課長が所属する部の長は、市川市建設工事等一般

競争入札実施要領第１２条の２、市川市建設工事等指名

競争入札実施要領第１１条第２項、市川市建設工事等電

子入札実施要領第１９条第１項、市川市業務委託等電子

入札実施要領第１９条第１項、市川市事後審査型一般競

争入札実施要領第１７条第１項、市川市物品購入一般競

争入札実施要領第１３条の２、市川市物品調達等に係る

電子入札による一般競争入札実施要領第１８条第１項又

は市川市物品調達等に係る電子入札による指名競争入札

実施要領第１５条第２項の規定を適用し、入札の執行を

保留することができる。  

(2) （略）  

（事情聴取等）  

第６条 （略）  

２～３ （略）  

４ 委員長は、第１項若しくは前項の会議の結果又は第２

条第９項ただし書に定める決裁により、事情聴取の必要

があると決定されたときは、事務局に事情聴取をするよ

う指示するものとする。この場合、事務局による事情聴



 

取のほか、決定の時点に応じ次のとおり対応するものと 

する。  

⑴ 落札者決定前  

担当課長が所属する部の長は、市川市建設工事等一般 

競争入札実施要領第１２条の２、市川市建設工事等指名 

競争入札実施要領第１１条第２項、市川市建設工事等電 

子入札実施要領第１９条＿、市川市業務委託等電子入札実

施要領第１９条＿、市川市事後審査型一般競争入札実施要

領第１７条第１項、市川市物品購入一般競争入札実施要領

第１３条の２又は市川市物品調達電子入札試行実施要領

第１６条の規定を適用し、入札の執行を取りやめる。  

 

 

 

⑵ （略）  

５～７ （略）  

取のほか、決定の時点に応じ次のとおり対応するものと

する。  

⑴ 落札者決定前  

担当課長が所属する部の長は、市川市建設工事等一般

競争入札実施要領第１２条の２、市川市建設工事等指名

競争入札実施要領第１１条第２項、市川市建設工事等電

子入札実施要領第１９条第１項、市川市業務委託等電子

入札実施要領第１９条第１項、市川市事後審査型一般競

争入札実施要領第１７条第１項、市川市物品購入一般競

争入札実施要領第１３条の２、市川市物品調達等に係る

電子入札による一般競争入札実施要領第１８条第１項又

は市川市物品調達等に係る電子入札による指名競争入札

実施要領第１５条第２項の規定を適用し、入札の執行を

取りやめる。  

⑵ （略）  

５～７ （略）  

 


